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告    示 

 

市道の路線認定に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 354 号  

平成 29 年１月６日  

掲 示 済  

 

 

市道の路線認定に関する告示 

 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第８条の規定に基づき、市道の路線

を次のように認定する。その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市建

設管理部道路管理おいて、一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．認定する路線                                                     

 

整理番号 路 線 名 起  点 

終  点 

重要な経過地 

2377  久茂地松尾線 

    

 久茂地２丁目14番１ 

 松尾２丁目96番３ 
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平成 28 年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号）（市

街地整備課） 

那覇市告示第 387 号  

平成 29 年２月１日  

 

 

 平成 28年（2016年）12月那覇市議会定例会で議決された平成 28年度那覇市市街

地再開発事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

平成 28 年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 153,227 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,712,896千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１国庫支出金 
 

千円 

1,801,350 

千円 

103,100 

千円 

1,904,450 

１ 国庫補助金 1,801,350 103,100 1,904,450 

２繰入金 

 329,988 △10,173 319,815 

１ 一般会計繰入

金 
329,988 △10,173 319,815 

４市債 
 904,800  60,300 965,100 

１ 市債 904,800  60,300 965,100 

歳 入 合 計 3,559,669 153,227 3,712,896 
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公    告 

 

住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 

那覇市公告第 505 号  

平成 29 年１月 18 日  

掲 示 済  

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民文

化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 507 号  

平成 29 年１月 20 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 508 号  

平成 29 年１月 20 日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報提供届

出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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